動物愛護畜産課　事務執行概要

総務・動物愛護グループ

１　庶務事務について
　　課の一般庶務事項を掌るとともに、課内の諸給与、課の物品購入管理事務、課業務の連絡調整等に関する事務を行い事務事業の適正な執行に努めた。


２　企画調整事務について
　　課の企画関係全般（議会、国家要望、施策評価、各種調査照会、広報・広聴他）について、課内、部内及び庁内の調整を行い、迅速な事務処理に努めた。


３　動物取扱業登録等事業　
	年 度
	
	財源内訳
	合  計

	
	
	国庫
	地方債
	その他
	一般財源
	

	４
	予算額
	0
	0
	9,047
	△1,470
	7,577

	
	うち予算執行機関配当額
	0
	0
	8,758
	△3,453
	5,305

	
	決　算　額
	0
	0
	2,584
	△2,012
	572

	５
	予算額
	0
	0
	8,822
	△344
	8,478

	
	うち予算執行機関配当額
	0
	0
	7,854
	△1,452
	6,402

	
	決　算　額
	0
	0
	1,375
	△868
	507

	６
	予算額
	0
	0
	7,934
	620
	8,554

	
	うち予算執行機関配当額
	0
	0
	8,121
	△2,417
	5,704

	
	決　算　額
	0
	0
	1,216
	△865
	351


（単位：千円）
根拠法令等：動物の愛護及び管理に関する法律、大阪府動物の愛護及び管理に関する条例
特定財源：動物取扱業登録等手数料、特定動物飼養保管許可等手数料

（１）動物取扱責任者研修の開催　　　
動物取扱業の各事業所において、その業務に従事する者の監督や新しい飼い主への動物の適正飼養を指導するため、動物の愛護及び管理に関する法律第２２条及び同法施行規則第１０条に基づき、研修を実施している。なお、令和2,3年度は新型コロナウイルス感染症蔓延防止のため、開催しなかった。

	年度
	実施回数
	受講者数
	受講負担金徴収額

	４
	・集合形式　2回
・動画配信形式
(R4.11.14～R5.3.31）
	1,817人
	2,180,400円

	５
	・集合形式　1回
・動画配信形式
(R5.10.13～R6.3.31）
	907人
（890事業者）
	1,093,200円

	６
	・集合形式　2回
・動画配信形式
(R6.10.1～R7.3.31）
	507人
（493事業者）
	608,400円


※1,200円（受講手数料：受講者全員対象）

（２）特定動物の飼養又は保管の許可に関する事務　
　動物の愛護及び管理に関する法律第２６条に基づく特定動物の許可、同法第２８条に基づく変更許可、同法施行規則第１６第１項に基づく廃止の届出事務を行った。（大阪市及び堺市を除く）。
	年　度
	区　分
	許　　　　　　　可　　　　　　　件　　　　　　　数
	手数料
収入

	
	
	霊長目
	食肉目
	たか目
	長鼻目
	偶蹄目
	かめ目
	有鱗目
	ワニ目
	合 計
	

	４
	許　可
	７
	０
	０
	０
	０
	３
	７
	３
	２０
	340,000円

	
	変　更
	０
	０
	０
	０
	０
	２
	０
	３
	５
	64,000円

	
	廃　止
	２
	１
	０
	０
	０
	２
	０
	３
	８
	－

	５
	許　可
	３
	１
	０
	０
	０
	４
	３
	０
	１１
	210,000円

	
	変　更
	３
	０
	０
	０
	０
	０
	１
	１
	５
	72,000円

	
	廃　止
	１
	０
	０
	０
	０
	１
	１
	２
	５
	－

	６
	許　可
	３
	１
	０
	０
	０
	９
	８
	１１
	３２
	560,000円

	
	変　更
	１
	０
	０
	０
	０
	２
	０
	０
	３
	48,000円

	
	廃　止
	０
	０
	０
	０
	０
	１
	０
	１
	２
	－


※許可手数料　２０，０００円（１種類）　　１０，０００円（２種類目以上。ただし、1種類目と同時許可でない場合は２０，０００円）  
変更許可手数料　１６，０００円（１種類）　　８，０００円（２種類目以上。ただし、1種類目と同時許可でない場合は１６，０００円）


４　動物愛護推進事業　
	年 度
	
	財源内訳
	合  計

	
	
	国庫
	地方債
	その他
	一般財源
	

	４
	予算額
	0
	0
	0
	9,044
	9,044

	
	うち予算執行機関配当額
	0
	0
	0
	1,469
	1,469

	
	決算額
	0
	0
	0
	6,268
	6,268

	５
	予算額
	0
	0
	0
	9,460
	9,460

	
	うち予算執行機関配当額
	0
	0
	0
	1,415
	1,415

	
	決算額
	0
	0
	0
	6,181
	6,181

	６
	予算額
	0
	0
	0

	8,023
	8,023

	
	うち予算執行機関配当額
	0
	0
	0
	1,091
	1,091

	
	決　算　額
	0
	0
	0
	6,098
	6,098


（単位：千円）
動物の愛護と適正飼養について関心と理解を深めてもらうため、動物愛護週間事業等の開催や、
ポスターの作成･配布、ホームページの充実等を通じて啓発を行った。

（１）動物愛護週間事業　　
毎年、動物愛護週間に、(公社)大阪府獣医師会及び（公社)大阪市獣医師会、大阪市と共催で実施。
令和６年度は９月21日に大阪市中央公会堂において長寿動物の表彰や講演会を実施。
また、令和６年９月23日には、大阪府動物愛護管理センターにおいて「アニマルハーモニーのつどい2024」を開催。

（２）大阪府動物愛護推進協議会及び大阪府動物愛護推進員
動物愛護の推進が図られるよう、動物愛護について造詣の深い団体等を構成員として設置した「大阪府動物愛護推進協議会」の会議を開催、運営を行うとともに、委嘱をしている大阪府動物愛護推進員に対して研修会を開催し、推進員の資質の向上に努めた。
○第39回　大阪府動物愛護推進協議会
ア　会議の開催　　令和６年12月23日（月）
イ　構成メンバー　  大阪府教育庁、大阪府市長会、大阪府町村長会
（公社）大阪府獣医師会、（公社）日本動物福祉協会南大阪支部、
（公社）日本愛玩動物協会大阪府愛玩動物協会、大阪公立大学、
動物愛護推進員

○大阪府動物愛護推進員
ア　研修会の開催　　　令和７年１月16日（木）
イ　委嘱者数　　　  ７２名 (令和７年３月３１日現在)　 


（３）市町村事務移譲交付金　
　　　大阪版地方分権推進制度に基づき、市町村に対して動物愛護推進員の委嘱及び協議会の設置にかかる事務を権限移譲している。
　〔交付金交付実績〕
	年　度
	交付対象市町数
	　交付総額

	４
	9
	228,000円

	５
	9
	231,000円

	６
	9
	221,000円




５　動物管理指導事業　　
（単位：千円）
	年 度
	
	財源内訳
	合  計

	
	
	国庫
	地方債
	その他
	一般財源
	

	４
	予算額
	0
	0
	216
	11,722
	11,938

	
	うち予算執行機関配当額
	0
	0
	335
	7,115
	7,450

	
	決算額
	0
	0
	0
	4,457
	4,457

	５
	予算額
	0
	0
	256
	11,532
	11,788

	
	うち予算執行機関配当額
	0
	0
	350
	6,982
	7,332

	
	決算額
	0
	0
	0
	4,306
	4,306

	６
	予算額
	0
	0
	258
	11,235
	11,493

	
	うち予算執行機関配当額
	0
	0
	365
	6,529
	6,894

	
	決　算　額
	0
	0
	0

	4,270
	4,270


　　根拠法令等：動物の愛護及び管理に関する法律、大阪府動物の愛護及び管理に関する条例
　　特定財源：動物引取手数料、捕獲犬等返還費弁償金、抑留犬等飼養費弁償金

（１）所有者不明の犬、猫等の動物の死体処理費交付金
　　　動物の愛護及び管理に関する法律第３６条第２項の規定に基づく、道路等で発見された動物の死体（所有者の判明しないもの）の収容については、大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例第２４条の規定により、市町村（政令市及び中核市を除く）に権限を移譲しており、これに要する経費として、当該市町村に対して、所有者不明の犬、猫等の動物の死体処理費交付金を交付した。


〔交付金交付実績〕
	年　　度
	交付対象市町村数
	交付総額

	４
	34
	4,361,000円

	５
	34
	4,214,400円

	６
	34
	4,184,600円




６　狂犬病予防事業　　
（単位：千円）
	年 度
	
	財源内訳
	合  計

	
	
	国庫
	地方債
	その他
	一般財源
	

	４
	予　算　額
	0
	0
	59,899
	△26,381
	33,518

	
	うち予算執行機関配当額
	0
	0
	59,827
	△30,855
	28,972

	
	決　算　額
	0
	0
	0
	1,759
	1,759

	５
	予　算　額
	0
	0
	59,945
	△22,468
	37,477

	
	うち予算執行機関配当額
	0
	0
	59,417
	△28,703
	30,714

	
	決　算　額
	0
	0
	0
	1,760
	1,760

	[bookmark: _Hlk198541289]６
	予算額
	0
	0
	60,473
	△22,058
	38,415

	
	うち予算執行機関配当額
	0
	0
	60,594
	△35,747
	28,487

	
	決　算　額
	
	
	
	
	

	
	決　算　額
	0
	0
	0
	1,693
	1,693


　根拠法令等：動物の愛護及び管理に関する法律、狂犬病予防法
特定財源：動物引取手数料、捕獲犬等返還費弁償金、抑留犬等飼養費弁償金、動物保管等業務受託金

（１）条例移譲事務交付金
　　　大阪府動物の愛護及び管理に関する条例に規定する事務のうち、飼犬の捕獲・抑留に関する権限について、同条例１８条に基づき事務処理の特例として政令市・中核市に事務を移譲している。これら事務にかかる経費は、大阪府動物の愛護及び管理に関する条例移譲事務交付金交付要綱に基づき交付。
　〔交付金交付実績〕
	年　　度
	交付対象数
	交付総額

	４
	9
	1,500,000円

	５
	9
	1,500,000円

	６
	9
	1,500,000円







７　動物愛護管理センター庁舎等管理費　
（単位：千円）
	年 度
	
	財源内訳
	合  計

	
	
	国庫
	地方債
	その他
	一般財源
	

	４
	予算額
	0
	0
	0
	33,539
	33,539

	
	うち予算執行機関配当額
	0
	0
	0
	31,235
	31,235

	
	決算額
	0
	0
	0
	0
	0

	５
	予算額
	0
	0
	0
	35,515
	35,515

	
	うち予算執行機関配当額
	0
	0
	0
	29,278
	29,278

	
	決算額
	0
	0
	0
	0
	0

	６
	予算額
	0
	0
	0
	36,759
	36,759

	
	うち予算執行機関配当額
	0
	0
	0
	32,611

	32,611


	
	決　算　額
	0
	0
	0
	0
	0



犬猫の抑留、収容、返還、回収、処分、譲渡の実施など、動物愛護管理行政を進めるうえで動物を飼養管理する拠点となっている動物愛護管理センター及びその3支所の庁舎施設等を維持運営するための経費を動物愛護管理センターに配当している。


８　動物愛護管理基金事業費
（単位：千円）
	年 度
	
	財源内訳
	合  計

	
	
	国庫
	地方債
	その他
	一般財源
	

	４
	予算額
	0
	0
	15,164
	0
	15,164

	
	うち予算執行機関配当額
	0
	0
	9,245
	0
	9,245

	
	決算額
	0
	0
	0
	0
	0

	５
	予算額
	0
	0
	24,612
	0
	24,612

	
	うち予算執行機関配当額
	0
	0
	15,768
	0
	15,768

	
	決算額
	0
	0
	0
	0
	0

	６
	予算額
	0
	0
	42,749
	0
	42,749

	
	うち予算執行機関配当額
	0
	0
	25,955
	0
	25,955


	
	決　算　額
	0
	0
	0
	0
	0



　　社会全体で殺処分がゼロとなることを実現するため、引取数削減・返還譲渡率向上につながる府民と協働可能な取り組みを推進するための経費を動物愛護管理センターに配当している。


畜産衛生グループ

１　畜産振興事業について　
（単位：千円）
	年 度
	
	財源内訳
	合  計

	
	
	国庫
	地方債
	その他
	一般財源
	

	４
	予算額
	33,911
	0
	669
	2,730
	37,310



	
	うち予算執行機関配当額
	0
	0
	10
	584
	594

	
	決算額
	29,264
	0

	164
	1,823
	31,251

	５
	予算額
	0
	0
	647
	88,939
	89,586



	
	うち予算執行機関配当額
	0
	0
	0
	697
	697

	
	決算額
	0
	0

	207
	78,565
	78,772

	６
	予算額
	0
	0
	612
	16,065
	16,677

	
	うち予算執行機関配当額
	0
	0
	10

	676

	686

	
	決算額
	0
	0

	319

	15,391

	15,710



　特定財源：独立行政法人農畜産業振興機構業務受託金
　　　　　　　地方競馬全国協会受託金
　　　　　　　家畜商免許手数料、家畜商講習会手数料
　　　　　　　蜜蜂転飼許可手数料　　　　　　　　
　根拠法令等：酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律、家畜改良増殖法、大阪府家畜改良増殖対策事業補助金交付要綱、大阪府生乳乳製品流通対策事業補助金交付要綱、養鶏振興法、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法、養豚農業振興法、養蜂振興法、大阪府蜜蜂の飼育の規制に関する条例、家畜商法、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律、肉用子牛生産安定等特別措置法、畜産物の価格安定に関する法律


（１）受託事務事業について　
　　　肉用牛の合理的な生産と経営の安定及び肉用牛生産の振興を図るため、独立行政法人農畜産業振興機構からの受託事業を実施した。

（２）大家畜経営振興事業について
①家畜改良増殖対策事業
　　　大阪畜産農業協同組合が、府内中核酪農家の乳用牛について、飼養管理事項、乳成分等を調査分析し、優良雌牛の選抜確保とその能力に応じた利用及び効率的な飼養管理の改善を指導する事業に対し助成した。
　　　補助金交付先：大阪畜産農業協同組合

（単位：千円）
	年度
	４
	５
	６

	補助金額
	420
	420
	420



②生乳乳製品流通対策推進事業　
需要に即した生乳の計画的生産の円滑な推進を図るとともに、新しい乳成分取引の推進・定着化及び乳質の向上を図るため、大阪畜産農業協同組合に対し、生乳計画生産指導、実態調査等の経費について助成した。
補助金交付先：大阪畜産農業協同組合
（単位：千円）
	年度
	４
	５
	６

	補助金額
	100
	100
	100



③肉用子牛価格安定対策事業　
　　  　(一社)大阪府畜産会が実施する肉用子牛生産者補給金制度に係る生産者積立金の一部助成を行うとともに、独立行政法人農畜産業振興機構からの事務を受託し、事業の推進を図った。

　生産者積立補助額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：頭、円）
	　　　　　　　　　年　　　　度
品　　　　種
	４
	５
	６

	黒毛和種
	登録頭数
	38
60,800
15,200
0
0
0
1
3,200
800
0
0
0
39
64,000
※0(16,000)
	34
	34

	
	生産者積立金額
	60,800
	54,400
	54,400

	
	補助額
	15,200
	13,600
	13,600

	乳用種
	登録頭数
	2
	1
	0

	
	生産者積立金額
	13,600
	6,800
	0

	
	補助額
	3,400
	1700
	0

	交雑種
	登録頭数
	3
	2
	2

	
	生産者積立金額
	9,600
	6,400
	6,400

	
	補助額
	2,400
	1,600
	1,600

	その他
肉専用種
（褐色和種）
	登録頭数
	0
	0
	1

	
	生産者積立金額
	0
	0
	6,000

	
	補助額
	0
	0
	1,500

	計
	登録頭数
	43
	37
	37

	
	生産者積立金額
	84,000
	67,600
	66,800

	
	補助額
	 ※0(21,000)
	※0(16,900)
	※0(16,700)


※　府積立部分について、第6業務対象年間（令和2～6年度）における必要額を積立てている。
なお、当事業は四半期毎に対象年齢に達した登録肉用子牛頭数に対し次四半期に積み立てるものであることから、頭数については前年度１月から当年度１２月までの登録頭数、金額については事業年度に積立または補助を行った額としている。
④家畜商免許等事務事業
家畜取引の公正を図るため、次のとおり家畜商免許証等の交付事務を行った。

  家畜商免許証交付状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件、円）
	年度
	４
	５
	６

	交　　付
	1
	6
	3

	書換交付
	3
	2
	2

	再交付
	0
	0
	0

	取　　消
	0
	0
	0

	計
	4
	8
	5

	手数料収入
	4,600
	12,800
	7,400



家畜商講習会開催状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人、円）
	年度
	４

	５

	６


	人　　　　数
	－
	－
	－

	手数料収入
	－
	－
	－



⑤家畜市場の登録事務
　    　大阪版地方分権推進制度実施要綱に基づき、家畜市場の登録事務を委譲した市町村に対し交付金を交付した。
　（単位：市町村数、千円）
	年度
	４
	５
	６

	委譲市町村数
	10
	10
	10

	交付金額
	250
	252
	244

	家畜市場登録件数
	0
	0
	0


　　※権限市町村：寝屋川市、箕面市、島本町、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町、
門真市

（３）中小家畜経営振興事業について
①養鶏振興法に係る事務　
養鶏振興法に基づき、ふ化業者の登録を行った。　　　　　　　　　　　　　
（単位：件、円）
	年度
	４

	５
0
	６
0

	件　　　　数
	０
	0
	1

	手数料収入
	０
	0
	8,100



　    また、大阪版地方分権推進制度実施要綱に基づき、ふ化業者の登録事務を委譲した市町村に対し交付金を交付した。
（単位：市町村数、千円）
	年度
	４
	５
	６

	委譲市町村数
	10
	10
	10

	交付金額
	250
	252
	244

	ふ化業者登録件数
	0
	0
	0


　　※権限市町村：寝屋川市、箕面市、島本町、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町、
門真市

②養蜂安定推進事業
府内の蜜源に見合った蜜蜂の適正な配置を推進し、養蜂業の健全な発展を図るため、蜜蜂の転飼許可証を交付するとともに、関係者と蜜蜂飼育状況についての情報共有を行った。


転飼の許可申請及び許可証の交付状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件、群、円）
	

区　分
	法に基づく転飼
	条例に基づく転飼
	計

	
	４
	５
	６
	４
	５
	６
	４
	５
	６

	許可申請件数
	16
	11
	6
	33
	26
	16
	49
	37
	22

	許可申請ほう群数
	400
	223
	113
	264
	145
	132
	664
	368
	245

	許可件数
	16
	11
	6
	33
	26
	16
	49
	37
	22

	許可ほう群数
	400
	223
	113
	264
	145
	132
	664
	368
	245

	手数料収入
	35,200
	21,850
	11,850
	37,050
	21,450
	15,100
	72,250
	43,300
	26,950



（４）飼料総合対策推進事業について　
①飼料安全性確保対策事業
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基づき、飼料関係届出の確認、相談及び受付事務を行った。
　飼料関係進達及び受理状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　（単位：件）
	年度
項目
	４
	５
	６

	飼料製造業者届
	新　規
	3
	2
	6

	
	変　更
	14
	14
	15

	
	廃　止
	2
	0
	2

	
	計
	19
	16
	23

	飼料添加物製造業者届
	新　規
	0
	0
	0

	
	変　更
	11
	6
	3

	
	廃　止
	1
	1
	1

	
	計
	12
	7
	4

	飼料輸入業者届
	新　規
	0
	5
	4

	
	変　更
	27
	27
	35

	
	廃　止
	0
	1
	1

	
	計
	27
	33
	40

	飼料添加物輸入業者届
	新　規
	1
	1
	2

	
	変　更
	5
	13
	11

	
	廃　止
	0
	0
	0

	
	計
	6
	14
	13

	

飼料販売業者届
	新　規
	5
	5
	8

	
	変　更
	45
	41
	38

	
	廃　止
	2
	2
	2

	
	計
	52
	48
	48

	飼料添加物販売業者届
	新　規
	0
	0
	1

	
	変　更
	16
	19
	11

	
	廃　止
	0
	0
	0

	
	計
	16
	19
	12

	計
	新　規
	9
	13
	21

	
	変　更
	118
	120
	113

	
	廃　止
	5
	4
	6

	
	計
	132
	137
	140



  　　②自給飼料推進事業
飼料自給率の向上を図るため、畜産農家等に対して流通粗飼料調査およびエコフィード使用状況調査を実施し、自給飼料増産の指導を行った。

（５）畜産環境保全対策事業について
①環境保全型畜産確立対策推進事業
　　　　家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に基づき、畜産農家へ立入調査を実施するとともに、畜産経営に係る環境汚染の現状を的確に把握するため、府内全域で実態調査を実施し、市町村・農業団体等に対する総合的な指導を行い、畜産経営の環境保全の推進に努めた。
また、(一社)大阪府畜産会に委託して畜産環境保全推進事業を実施し、堆肥利用マニュアルを作成・配布し、家畜堆肥の利活用促進を図った。
委託先：（一社）大阪府畜産会　　委託事業名：畜産環境保全推進事業

　　                                                        　　　　　　 （単位：千円）
	年　度
	４
	５
	６

	委　託　金　額
	250
	250
	250



（６）飼料価格高騰対策事業
　　　原油価格・物価高騰等により輸入が大半を占める配合飼料・輸入粗飼料の価格が高騰し、経営に大きな影響を受ける畜産農家に対し、価格増額にかかる支援を行った。

（単位：千円）
	年　度
	４
	５
	６

	補　助　金　額
	配合飼料
	29,265
	45,393
	8,530

	
	輸入粗飼料
	－
	31,116
	4,932



（７）OSAKAサステナブル畜産認証制度
　SDGsの達成向け、農場の持続可能性に配慮した生産体制を推進し、畜産物の付加価値向上や府民が安心して食すことができる畜産物を確保することを目的とした認証制度を令和６年10月18日に設立し、３農家（肉用牛２農家、あひる１農家）を認証した。

２　家畜保健衛生所運営事業について
（単位：千円）
	年　度
	
	財源内訳
	合　計

	
	
	国庫
	地方債
	その他
	一般財源
	

	４
	予算額
	0
	0
	117
	14,241
	14,358

	
	うち予算執行機関配当額
	0
	0
	100
	13,556
	13,656

	
	決算額
	0
	0
	11
	23
	34

	５
	予算額
	0
	0
	116
	17,540
	17,656

	
	うち予算執行機関配当額
	0
	0
	126
	16,460
	16,586

	
	決算額
	0
	0
	8
	62
	70

	６
	予算額
	0
	0
	115
	17,444
	17,559

	
	うち予算執行機関配当額
	0
	0
	201
	16,592
	16,793

	
	決算額
	0
	0
	8
	62
	70


　　  特定財源：家畜人工授精師免許申請等手数料
　　  根拠法令等：家畜保健衛生所法、家畜改良増殖法

(１)家畜保健衛生所運営事業
家畜衛生の向上を図り、畜産振興に資するため、家畜保健衛生所法に基づき、家畜保健衛生所を設置している。家畜保健衛生所業務が円滑にできる環境を確保するため、維持管理に係る経費を家畜保健衛生所に配当した。

(２)家畜人工授精
家畜人工授精師免許証の交付等の業務を実施した。
（単位：件、円）
	年度
	４
	５
	６

	家畜人工授精師免許証　交付
　　　　〃　　　　　書換交付
　　　　〃　　　　　再交付
家畜人工授精所　　　　許可
　　　　〃　　　　　書換交付
	2
0
0
1
１
	4
1
0
0
0
	3
2
0
0
0

	手数料収入
	11,000
000
	8,900
000
	8,800
000




３　家畜伝染病予防事業について
（単位：千円）
	年  度
	
	財源内訳
	合  計

	
	
	国庫
	地方債
	その他
	一般財源
	

	４
	予算額
	11,340
	0
	3,858
	2,463
	17,661

	
	うち予算執行機関配当額
	9,357
	0
	3,329
	2,414
	15,100

	
	決算額
	0
	0
	0
	0
	0

	５
	予算額
	11,492
	0
	3,465
	2,643
	17,600

	
	うち予算執行機関配当額
	8,519
	0
	3,325
	2,207
	14,051

	
	決算額
	19
	0
	0
	0
	19

	６
	予算額
	11,906
	0
	3,648
	2,313
	17,867

	
	うち予算執行機関配当額
	10,161
	0
	2,791
	3,035
	15,987

	
	決算額
	0
	0
	0
	0
	0


　　特定財源：家畜検査等手数料、根拠法令等：家畜伝染病予防法

（１）家畜伝染病予防事業
家畜伝染病予防法に基づき、高病原性鳥インフルエンザ並びに豚熱等の特定家畜伝染病について、発生時に備えた体制整備や、近隣県発生時には防疫対策本部幹事会開催など対応を実施した。
また、家畜保健衛生所において特定家畜伝染病及び監視伝染病の検査及び予防注射等を実施した。

（２）家畜防疫緊急時対策事業
　　　特定家畜伝染病の発生に備え、防疫措置に要する防護服等の備蓄を行った。


４　家畜衛生対策事業について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              　　　　　　　　　（単位：千円）
	年  度
	
	財源内訳
	合  計

	
	
	国庫
	地方債
	その他
	一般財源
	

	４
	予算額
	33,707
	28,000
	2,359
	19,838
	83,904

	
	うち予算執行機関配当額
	3,893
	0
	0
	4,821
	8,714

	
	決算額
	26,569
	0
	1,997
	40,121
	68,687


	５
	予算額
	5,970
	0
	2,030
	4,065
	12,065

	
	うち予算執行機関配当額
	4,021
	0
	0
	4,974
	8,995

	
	決算額
	548
	0
	1,750
	△1,002
	1,296

	６
	予算額
	5,197
	0
	1,747
	3,819
	10,763

	
	うち予算執行機関配当額
	1,765
	0
	0
	2,772
	4,537

	
	決算額
	569
	0
	1,854
	△1,000
	1,423


　　　特定財源：動物用医薬品販売許可申請等手数料
根拠法令等：家畜伝染病予防法、医薬品医療機器等法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律）、獣医師法、獣医療法、消費・安全対策交付金実施要領

（１）家畜衛生推進事業
府民に安心できる畜産物を供給するとともに、畜産農家の経営安定等を図るため、家畜保健衛生所にて各事業を行った。
①監視体制の整備・強化
96ヶ月齢以上で死亡した牛（令和6年度以降は「BSEを疑う症状等を呈した牛」）を対象に、牛海綿状脳症の検査を実施した。また、特定家畜伝染病の迅速な診断に資するため、外部精度管理調査や検査機器の校正行い、精度管理体制を整備した。
②家畜伝染性疾病の発生予防
家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準の遵守強化を図るため、牛、豚、鶏の畜産農家向けに講習会を開催した。
③家畜の伝染性疾病のまん延防止
家畜の生産性阻害要因を除去するため、検査及び衛生指導を実施した。
　④畜産物の安全性向上
安全な畜産物の生産衛生管理体制を整備するため、ＨＡＣＣＰ導入指導や、サルモネラ、大腸菌(O-157)等の浸潤状況調査を実施した。
⑤家畜衛生対策の推進に係る関連機器の整備
特定家畜伝染病の迅速な判定等に資するため、検査機器の整備を実施した。
　⑥野生動物の対策強化
　　　野生イノシシによる豚熱、アフリカ豚熱の感染拡大を防止するため、サーベイランスを実施した。

(２)薬事監視業務受託事業
　　動物用医薬品の品質、有効性及び安全性を確保するため、農林水産省より受託し、製造販売業等の監視業務を行った。

動物用医薬品の抜き取り
	年度
	４
	５

	６

	検定ロット数
	２
	１
	1



(３)販売許可審査等事業
　　動物用医薬品販売業等について、医薬品医療機器等法に基づき許可審査等を行った。
動物用医薬品販売業の許可状況　              　　　　　　　　　　　　　（単位：件、円）
	年度
	４

	５

	６


	動物用医薬品店舗販売業　許可
　　　　　　　　　　　　許可更新
　　　　　　　　　　　　許可証書換交付
　　　　　　　　　　　　許可証再交付
動物用医薬品卸売販売業　許可
　　　　　　　　　　　　許可更新
　　　　　　　　　　　　許可証書換交付
　　　　　　　　　　　　許可証再交付
動物用医薬品特例店舗販売業　許可
　　　　　　　　　　　　許可更新
　　　　　　　　　　　　許可証書換交付
　　　　　　　　　　　　許可証再交付
動物用再生医療等製品販売業　許可
　　　　　　　　　　　　許可証書換交付
動物用高度管理医療機器販売・貸与業
　　　　　　　　　　　　許可
　　　　　　　　　　　　許可更新
　　　　　　　　　　　　許可証書換交付
販売従事登録　　      　登録
                        再交付
                        書換交付
	6
7
0
0
14
14
5
0
13
29
1
1
0
1

7
17
1
16
0
4
	8
32
7
0
1
2
0
1
16
27
27
0
0
1

4
14
1
1
0
1
	4
9
5
0
8
19
1
0
23
15
5
1
0
0

8
9
1
2
0
2

	手数料収入
	1,997,500
	1,750,000
	1,854,100



 (４)適正獣医療確保事業
獣医療法に基づく飼育動物開設届等を受理するとともに、関係法の遵守についての指導を行った。
また、大阪版地方分権推進制度実施要綱に基づき獣医療業務を移譲した市町村に対し、交付金を交付した。
　交付先：大阪市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）　　 
	年度
	４
	５
	６

	交付額
	212
	292
	259



大阪版地方分権推進制度実施要綱に基づき、獣医師法に基づく獣医師の届出業務を移譲した市町村に対し交付金を交付した。
　（単位：市町村数、千円）　　
	年度
	４
	５
	６

	移譲市町村数
	17
	17
	17

	交付金額
	604
	420
	548


※移譲市町村：泉佐野市、寝屋川市、河内長野市、箕面市、高石市、島本町、太子町、河南町、
泉大津市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、門真市、四條畷市




















野生動物グループ

１　鳥獣保護管理事業について
	年　度
	
	財　源　内　訳
	合　　計

	
	
	国　庫
	地方債
	その他
	一般財源
	

	４
	予　算　額
	20,000
	0
	3,864
	16,533
	40,397

	
	うち予算執行機関配当額
	0
	0
	0
	1,915
	1,915

	
	決　算　額
	16,410
	0
	3,565
	11,817
	31,792

	５
	予　算　額
	20,000
	0
	2,852
	17,094
	39,946

	
	うち予算執行機関配当額
	0
	0
	0
	1,933
	1,933

	
	決　算　額
	15,801
	0
	2,451
	12,840
	31,092

	６
	予　算　額
	41,357
	0
	3,220
	17,371
	61,948

	
	うち予算執行機関配当額
	0
	0
	0
	2,162
	2,162

	
	決　算　額
	35,043
	0
	1,692
	14,159
	50,894


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
　根拠法令等：鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

（１）野生鳥獣の保護管理
令和4年3月に策定した第13次大阪府鳥獣保護管理事業計画に基づき、人と野生鳥獣との適切な関係の構築、生物多様性の保全を基本として野生鳥獣の保護管理を実施した。
　　　　※第13次大阪府鳥獣保護管理事業計画（令和4年4月1日～令和9年3月31日）

（２）第二種特定鳥獣（シカ、イノシシ）管理計画の実施
シカ・イノシシによる農林業被害の軽減と長期にわたる安定的な共存を図るため、令和4年3月に策定した大阪府シカ管理計画（第5期）及び大阪府イノシシ管理計画（第4期）に基づき、狩猟や有害鳥獣捕獲、農林業被害防除など総合的な対策を推進した。
※大阪府シカ第二種鳥獣管理計画（第5期）（令和4年4月1日～令和9年3月31日）
※大阪府イノシシ第二種鳥獣管理計画（第4期）（令和4年4月1日～令和9年3月31日）

（３）鳥獣保護区、特定猟具使用禁止区域等の指定
野生鳥獣の保護繁殖及び狩猟による危険防止を図るため、鳥獣保護区及び特定猟具使用禁止区
域（銃）を次のとおり指定等した。

鳥獣保護区特別保護地区
	年　度
	名称
	指定・変更・更新の別
	面積

	４
	箕面勝尾寺
	再指定
	　70 ha


令和６年度末現在　１箇所　　70ha

鳥獣保護区
	年　度
	名称
	指定・変更・更新の別
	面積

	４
	箕面勝尾寺　他１箇所
	更新
	1,659 ha

	５
	天野山　他２箇所
	更新
	3,504 ha

	６
	紀泉高原
	更新
	　305 ha


令和６年度末現在　18箇所　　12,914ha

特定猟具使用禁止区域（銃）
	年　度
	名称
	指定・変更・更新の別
	面積

	４
	彩都中部地区
平野　他５箇所
	指定
更新
	　 63 ha
2,323 ha

	５
	宿野　他２箇所
	指定
更新
	　 28 ha
　432 ha

	６
	宿野北　他２箇所
	更新
	2,252 ha


令和６年度末現在　75 箇所　　120,137ha

（４）鳥獣保護事業
野生鳥獣の救護体制の充実を図るため、府内の獣医師会の協力を得て野生鳥獣救護ドクターを指定するとともに、傷病野生鳥獣保護飼養ボランティア制度等を適切に運用した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （単位：人、鳥獣数）
	
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	ドクター数
	57
	57
	52

	ボランティア数
	46
	46
	46

	救護鳥獣数
	185
	183
	158



（５）外来生物対策
特定外来生物に指定されているアライグマの生息分布が拡大し、農作物食害や家屋侵入による生活環境被害が深刻となっていることから、大阪府アライグマ防除実施計画に基づき、市町村と連携して、住民、農業者、関係団体 等の協力を得て捕獲を推進した。また、市町村へのヒアリングを行った上で、市町村等の取組に対し、必要な技術指導や連携（安楽死措置の実施等）を行うとともに、情報共有を行った。
さらに、アライグマの効率的な捕獲推進のため、KDDIとの公民連携により、環農水研とともにGPS発信機による動態調査を実施した。
※第4期大阪府アライグマ防除実施計画（令和3年4月1日～令和8年3月31日）



[bookmark: _Hlk164328961]２　狩猟の適正化事業について
	年　　度
	
	財　源　内　訳
	合　　計

	
	
	国　庫
	地方債
	その他
	一般財源
	

	４
	予　算　額
	0
	0
	6,091
	80
	6,171

	
	うち予算執行機関配当額
	0
	0
	0
	0
	0

	
	決　算　額
	0
	0
	6,154
	△587
	5,567

	５
	予　算　額
	0
	0
	6,188
	△82
	6,106

	
	うち予算執行機関配当額
	0
	0
	0
	0
	0

	
	決　算　額
	0
	0
	6,217
	△672
	5,545

	６
	予　算　額
	0
	0
	8,696
	863
	9,559

	
	うち予算執行機関配当額
	0
	0
	0
	0
	0

	
	決　算　額
	0
	0
	8,417
	297
	8,714


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
　根拠法令等：鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

[bookmark: _Hlk164328975]（１）猟政事務
ア　狩猟免許試験等（初心者は適性・知識及び技能試験、更新者は適性検査）を実施した。
	
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	試験日
	4.7.2～4.11.2
内計6日
	5.7.8～5.11.11
内計6日
	6.7.6～6.11.10
内計13日

	場　所
	大阪府社会福祉会館
	大阪府社会福祉会館
	大阪府社会福祉会館

	申請者
	1,164人
	1,146人
	1,954人



イ　狩猟者に対する狩猟者登録証の交付事務を行うほか、学術研究の目的や公益上必要と認められる目的等による鳥獣の捕獲等に対し、許可を行った。
なお、管理の目的で行われる鳥獣の捕獲等の許可に関する事務及び愛玩のための飼養等の登録に関する事務については、許可権限の一部を平成19年度から各市町村に（大阪市へは平成20年度から）移譲している。

狩猟者登録者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：人）
	
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	人　数
	915
	910
	872



捕獲許可件数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（単位：件）
	
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	学術研究
	11
	22
	25

	愛玩飼養
	0
	0
	0

	公益上必要と認められるもの
	289
	341
	337

	計
	300
	363
	362



手数料収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：円）
	
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度
	備　　考

	狩猟免許　　　　　
	
1,164件4,458,200
	
1,146件
4,547,700
	
1,954件
6,791,700
	更新者＠2,900
初心者＠5,200
その他＠3,900

	狩猟免状再交付
	49件
49,000
	31件
31,000
	54件
54,000
	免状＠1,000

	狩猟者登録　　　　
	915件
1,647,000
	910件
1,638,000
	872件
1,569,600
	＠1,800

	狩猟者登録証等再交付
	0件
	1件
1,000
	1件
1,100
	登録証＠1,100
記　章＠1,000

	鳥獣飼養登録票交付
	0件
―
	0件
―
	0件
―
	

	計
	2,128件
6,154,200
	2,088件
6,217,700
	2,881件
8,416,400
	



（２）狩猟等取締り
狩猟事故の防止と鳥獣の違法捕獲等の取締りを府警察本部等の協力を得て実施する
